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診療明細書
医療内容知る手掛かりに

年 月 日付東京新聞・中日新聞「くらし」2010 2 25

国は四月から、大半の病院に対し、診療の内容が詳しく分かる
診療明細書を原則、すべての患者に無料で発行するよう義務づけ
る。患者にとって、受けた医療の中身を知る重要な手がかりにな
るが、専門的で使いこなすのは困難との声もある。明細書をどう
生かせばいいのだろうか。

（佐橋大）

「こちらですよね」
名古屋市内の総合病院にかかった記者が、支払窓口で診療明細

書を求めると、領収書を手にした職員に確認された 「検査料」な。
ど大まかな項目があり、そこに書かれている診療点数（一点十円）
から、各項目にいくらかかったかは分かる。しかし、これはあく
まで領収書だ。
診療明細書の内容は、より詳しい。例えば「検査」では 「血液、
学的検査判断料 「Ｂ－Ｖ 「生化学的検査」…といった細かい内」 」
容が記され、それぞれいくらかかったか分かる。
四百床以上の大規模病院では既に、希望者への明細書発行が義
務付けられている。二〇〇九年の厚生労働省の調査では、病院の
半数、診療所の三割が希望者か全患者に明細書を出している。無
料が多いが、数百～数千円の発行費を請求するケースもある。
四月からは、ほとんどの病院で、患者が「要らない」と言わな
い限り、診療明細書を無料で出す。七月には、常勤医の高齢を理
由に電子請求が義務づけられていない診療所を除き、約半数の診
療所などにも無料発行が義務づけられる。ただ、明細書の発行機
能のない機械や、発行のため改修が必要な自動精算機を使ってい

る場合は当面、発行が免除される。
◇

全患者への発行義務化は、薬害エイズや薬害肝炎などの患者団
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体が 「医療を透明化するため」として強く求めてきた。医療事故、
情報センター（名古屋市）の松山健弁護士は「医療事故があった
ときなどに、医療の中身を知る重要な手掛かりになる」とした上
で 「医療費の不正請求や請求ミスに気付く可能性も高まる」と指、
摘する。
しかし、診療報酬の体系は複雑で、患者が明細書を読みこなし、
十分に活用するのは難しい。
例えば、八種類の薬が処方されたのに、七種類未満の処方せん
料が請求されているケース。一見すると、請求ミスのようだが、
一概にミスとは言えない。一日あたりの価格が二百五円以下の薬
は、何種類出されても、ひとくくりにして「一種類」と数えるル
ールになっているからだ。

厚労相が定めた病気に対し、医師が治療計画を立てて患者に必
要な指導を行った際に得る「医学管理料」の中には、大規模病院
では算定されないが、規模の小さい病院や診療所では算定される
ものもある。よほど深い知識がないと、明細書の内容が妥当かど
うか、判断は難しそうだ。
患者の医療費などの相談に乗るＮＰＯ法人「ささえあい医療人
権センターＣＯＭＬ（コムル （大阪市）の山口育子事務局長も）」
「医療費の個別の項目の請求について判断するのは、診療報酬の
構造が分かっていないと無理。請求ミスがあっても、気付くのは
至難の業」と話す。
それでも、義務化は「意味がある」と山口さん 「患者が医療の。
内容や医療制度に関心を持つきっかけになる。見て、疑問に感じ
たことは聞けばいい。それで理解が深まる」と指摘 「それには、。
気軽に質問できる態勢づくりが必要」と話している。医療関係者
からは「患者の質問が医療機関に殺到し、業務に支障が出るので
は」との懸念も聞かれている。


